
 

 

FFSSBB 工法部材を使用する設計者との同意書 
 	 

 	 FFSSBB 工法部材を使用した建築設計をするに際して、設計者はＦＳＢ工法部材の情報登録管理及

び開発者((有限会社グルーラムウォール))と下記事項に同意を条件に、防火構造認定情報や構造評

定資料、耐力測定計測データ、特許等を活用した設計業務を行うことができるものとする。 	 

１、ＦＳＢ工法部材の情報登録管理及び開発者((有限会社グルーラムウォール))と本工法部材製作 	 

者及び建築施工者とは下記の業務契約書を締結していなければならないことを認識し、その契

約に差しさわりのある行為をしてはならない。むしろその契約の目的を尊重し、積極的に協力

しなければならない。 	 

２、下記の業務契約書の乙の FFSSBB 工法使用者((工事施工者))の責務のうち、使用報告書提出と登録

手続きの責務はないが、施工者のその責務遂行に全面的に協力しなければならない。乙の FFSSBB

工法使用者のそれ以外の責務に関しては設計者にもあることを同意の上設計業務を行わなけ

ればならない。特に第 66、88、1100、1111、1122 条に関しては設計者も厳守しなければならない。 	 

 	 

FFSSBB 工法建築部材の製作及び使用((建築))業務契約書 	 

 	 

FFSSBB 工法部材情報登録管理及び開発者＝有限会社グルーラムウォール（以下、¢｢甲£｣という）と FFSSBB

工法部材製作または使用者（建築施工者）＝ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 （以下、

¢｢乙£｣という）とは、甲乙間の FFSSBB 工法((以下、本工法という))の部材製作及び使用に関する基本的

事項について、下記のとおり契約を締結する。本工法部材の製作又は販売だけ、あるいは購入施

工だけであっても、いずれも事前に甲と本契約を締結していなければならないものとする。 	 

 	 

（目的） 	 

第11条 	 本工法は建てられた建築物の部材が、解体後に容易に再使用できることを目的に開発

された建築工法であることから、その部材((壁パネル、・屋根パネル等以下「本製品」

という))の形状や種類及び量等の存在情報が登録管理され、再使用を予定する者に、そ

の情報が開示されていなければ、再使用の機会を失わせることになる。甲はその情報

の登録管理及び開示並びに工法の改善に努め、かつ本工法と似て非なる工法が社会に

蔓延し、再使用ができない製品が出回り、不信と誤解を招かぬように対処する必要が

ある。そのため甲と乙は、事前に本製品の製作及び使用((建築))状況の情報の報告と登

録手続きについての契約を締結する。本契約の定めるところに従い、建物毎の本製品

の製作内容及び使用((建築))状況の情報を甲に報告、登録手続きをすることによってそ

の都度、本製品の甲の有する情報及び権利((構造耐力試験データ、国交省防火構造認定、

確認審査機関構造評定、特許等))の利用が乙に許諾される。尚、解体部材の再使用の場

合も再度乙は同様の使用情報の報告・登録手続きを行うものとする。ここでいう本工法

とは、木造軸組工法の柱を含んだ、もしくは柱間に挿入した木質の角材の連結パネル（集成



 

 

材パネルを含む）壁を使用した建築工法及び類似とみなしうる建築の工法全てをさす。 	 

22.. 	 甲は、必要と認めた場合、乙に対し、本契約書に則って製作、使用、建築がなされ

ているか立ち入り調査することができる。 	 

（基本契約） 	 

第22条 	 本製品に関連した業務を行う場合、本製品の製作者と使用者((建築施工者))のいずれも、

事前に甲と本契約の締結をしていなければならない。尚、本製品の製作者は甲と本契

約をしていない建築施工者に本製品を納品及び使用させてはならない。又、本工法の

建築施工者は甲の了解なく、本契約を締結していない製作者の製作する本製品と同一

もしくは類似の製品を使用してはならない。但し、甲と本契約を締結したパネル製作

者と使用者((工事施工者))間では、第 33 条、44 条、55 条に基づいた登録手続きが伴う限り、

自由に本製品の販売価格を決め、納品、使用ができる。甲乙間で締結される個々の本

製品の製作及び使用登録手続き（以下¢｢個別契約£｣という）の内容は甲乙間で特約を設

ける場合を除き、本契約の定めるところとする。 	 

（個別契約の成立） 	 

第33条 	 甲及び乙は、本契約に基づいて本製品の製作及び使用の登録手続きについて、個別契

約を締結するか、急を要する場合はその都度協議にて取り決める。個別契約は、乙が

甲に対し第４及び５条に基づいた製作報告書((パネル製作者))及び使用報告書((建築施

工者))を建築行為毎に提出し、登録管理料を支払うなどの登録手続きを行い、甲がこれ

らを確認の上、製作及び使用登録確認書を発行することによって成立する。 	 

（本製品の存在情報としての「製作報告書」及び「使用報告書」の提出） 	 

第44条 	 パネル製作者の乙は甲に本製品の使用材料とその生産地、形状、数量、納品先等、甲

が指定した内容の「製作報告書」を建築現場に本製品を納品する前に提出しなければ

ならない。電子メールでの届出も可能とする。提出書類に甲が問題を見出した場合は

その旨を乙に伝え、注意勧告できるものとする。原則建築施工者の乙は甲に、本製品

を使用した建築物のパネルの建て込みが終えた段階で、全パネルを写した写真及び建

物が完成した全体写真、並びに甲が指定する内容の記載書面を、乙の負担で「使用報

告書」として提出しなければならない。甲が必要とみなした場合は現地で立ち合い確

認できるものとする。 	 

（製作及び使用登録手続き） 	 

第55条 	 乙は甲に建物ごと、「製作報告書」と「使用報告書」を提出し、壁・屋根パネルの製作

枚数１枚に付き、製作登録料として１000000 円//枚、及び使用登録料として 11000000 円((消費

税込み))//枚をそれぞれ甲に支払うものとする((その他甲が開発した新たな製品を使

用・販売する場合はその都度話し合いで取り決める))。乙は原則その代金を、製作者は

現場納品後１ケ月以内に、使用者は本製品施工後１カ月以内にそれぞれ甲が指定する

口座に振り込み((振込手数料は乙負担))、それを甲が確認し、登録確認書を発行するこ

とで、登録手続きが完了する。ただし、製作者あるいは使用者のどちらかの支払いが



 

 

滞った時はもう一方が連帯責任を負って負担しなければならない。尚、個別契約書で

その支払い方法は話し合いで変更することができる。尚、登録料は物価の変動や社会

状況の変化によって変更することがある。 	 

22.. 前項の代金支払を延滞したときは、製品代金に利率年 1144..55％の計算による延滞損害

金を支払うものとする。 	 

33.. 甲に提出した製作届出書と現地で使用した数量に差異が有ることを甲が見出した場

合は、いつの時点であっても具体的事由を記載した書面((又はメール))を添えて甲は乙

に通知することができる。その場合、差異に応じた代金の清算を行うものとする。 	 

（模倣の禁止） 	 

第66条 	 乙は本製品を模倣したと思われる製品を、甲の了解なく製作又は製作依頼もしくは使

用((建築))をしてはならない。乙がこの項に違反した場合は、乙は甲に甲が相当と判断

した違約金を支払わなければならない。 	 

（検品と性能保証） 	 

第77条 	 乙は本製品について、甲が指示した国交省認定の耐火仕様の製作要領及び確認申請検

査機関の構造評定の指示書に基づいて製作及び使用するものとし、その部材の品質と

施工後の性能に関しては乙の部材製作者と工事施工者が話し合い、連帯で全責任を負

うものとする。但し甲は必要と判断した場合、製作段階又は建築段階に立ち入り検査

をすることができるものとする。 	 

22.. 前項の規定によって瑕疵が発見された本製品又は届出書と異なる製品については、

直ちに乙の負担で引き取り、それに代わる本製品を納入使用するものとする。 	 

（解体時の情報提供） 	 

第88条 	 乙の工事施工者は引渡した建物の建築主((又は建物所有者))に、建築物を解体、移築、

改築する場合、その情報をその時点での写真を添えて、できるだけ早めに甲に提出す

る責務があることを、その建築主に周知させる義務を負う。転売する場合も建築主が

転売先にその責務があることを条件に転売しなければならないことを、周知させなけ

ればならない。 	 

（期限の利益の喪失） 	 

第99条 	 乙が次の事項のひとつに該当した場合、乙は当然に甲に対する全ての債務の期限の利

益を喪失し、甲は乙に対し、残債務金額を一時に請求でき、かつ、本契約及び個別契

約の全部又は一部を何らかの催告及び自己の責務の弁済を要せず直ちに解除できるも

のとする。 	 

① 	 監督官庁より営業取消又は、停止処分を受けたとき。 	 

② 	 乙が手形、小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたとき。 	 

③ 	 差押、仮差押、仮処分を受け、又は受ける恐れがあるとき。 	 

④ 	 破産、和議、会社更正、会社整理、特別清算の申し立てがあったとき。 	 

⑤ 	 営業を停止し、又は変更し、もしくは解散の決議をしたとき。 	 



 

 

⑥ 	 前五号にあげるほか、財産状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当

な兆候があるとき。 	 

⑦ 	 本契約または個別契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。 	 

（契約期間） 	 

第1100条 	 本契約の有効期限は、契約締結日より 2200 年とする。ただし、一年ごとに甲又は乙から

書面による内容変更、又は解約の申し入ができる。本契約は更に同一条件もしくは、

内容に変更があった場合は新規の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様と

する。ただし第１条から第 88条、及び第 1111 条については解約後も本工法が存続する限

り有効とする。又甲が有限会社から株式会社等への社名変更があった場合も本契約の

効力は失効しないものとする。乙の社名変更の場合も同様とする。 	 

（秘密保持及び譲渡・質入れの禁止） 	 

第1111条 	 乙は、本工法に関する情報及び本契約及び個別契約並びに取引により知り得た情報、

機密事項を、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩及び譲渡・質入れ

してはならない。乙がこの項に違反した場合は、乙は甲に甲が相当と判断した違約金

を支払わなければならない。 	 

（罰則） 	 

第1122条 	 甲乙共に本契約に違反し、相手に何らかの損害を生じさせた場合、違反したものはそ

の損害を賠償しなければならない。 	 

（協議） 	 

第1133条 	 甲乙は誠実にこの契約を履行し、この契約書だけでは判断しかねる不測の事態、又は

記載していない事項に関しては、甲乙協議の上定めるものとする。 	 

（合意管轄） 	 

第1144条 	 本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所、甲の本店所在地を管轄とする裁判所

とする。 	 

本契約の成立を証するため、本書を 22通作成し、甲乙記名捺印のうえ各 11通を保有する。 	 

 	 

以上、有限会社グルーラムウォールが FFSSBB 工法部材製作者及び工事施工者とでかわされた契約書

を既読の上、FFSSBB 工法及びその部材を使用した設計に際し、有限会社グルーラムウォールが設計

者に要求された条件に同意いたします。 	 

 	 

 	 

これは FFSSBB 工法使用同意書の見本です。正式契約の場合は有限会社グルーラム

ウォールより同意書をお送りします。 	 


